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　　体制の届出　　体制の届出　　体制の届出　　体制の届出

　　○体制の届出は、事業所の所在地を所管する県民局に提出してください。

　　　　（岡山市、倉敷市、新見市が所在地の事業所も所管する県民局に提出）
　　　　　（注意）必要な届出がない場合には、４月提供分の請求が返戻となることがあります。

　　介護職員処遇改善加算の届出　　介護職員処遇改善加算の届出　　介護職員処遇改善加算の届出　　介護職員処遇改善加算の届出
　
　

［ 提 出 期 限 に つ い て ］

提出期限は平成２４年３月２６日（月）です。
ただし、4月以降は、岡山市、倉敷市、新見市が所在地の事業所は、各市へ提出することにな
ります。
なお、施設系サービスは、4月2日（月）が届出期限となります。

承認あり

平成24年度介護職員処遇改善

なし（新規を含む）

提　　出　　期　　限 提　　出　　期　　限

　平成２４年３月２６日(月）　平成２４年５月末

提　　出　　期　　限

　平成２４年５月末

左記以外の市町村に所在

する事業所・施設

岡山市、倉敷市、新見市に所

在する事業所・施設
県内に所在する事業所・施

設

事業所・施設が所在する各市

（岡山市、倉敷市、新見市）の介

護保険担当課へ届出等を提出

所在地を所管する県民局へ

届出等を提出

事業所・施設の所在地（岡山

市・倉敷市・新見市を含む）を

所管する県民局へ届出等を提

＜提出資料＞

・平成２４年度介護職員処遇改

善加算届出書

・介護職員処遇改善計画書

・計画書添付書類

（提出書類等については、別途、

各市に確認をすること）

＜提出資料＞

・平成２４年度介護職員処遇改

善加算届出書

・介護職員処遇改善計画書

・計画書添付書類

※各事業所ごとに提出が必要

（原本証明のある写しで可）

＜提出資料＞

・平成２４年度介護職員処遇改

善加算届出書

・介護職員処遇改善計画書

・計画書添付書類

※各事業所ごとに提出が必要
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介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

並
び

に
 

事
務

処
理

手
順

及
び

様
式

例
の

提
示

に
つ

い
て

（
素

案
）

 

  

平
成

2
4

年
2

月
2

3
日

 

 

今
般

、
平

成
2

4
年

度
介

護
報

酬
改

定
に

お
い

て
、

介
護

職
員

の
処

遇
改

善
の

取
組

と
し

て
、

平
成

2
3

年
度

ま
で

実
施

し
て

い
た

「
介

護
職

員
処

遇
改

善
交

付
金

」
の

相
当

分
を

介

護
報

酬
に

円
滑

に
移

行
す

る
た

め
に

、
例

外
的

か
つ

経
過

的
な

取
り

扱
い

と
し

て
、

平
成

2
7

年
3

月
3

1
日

ま
で

の
間

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
を

創
設

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
 

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
算

定
に

つ
い

て
は

「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

」（
平

成
1

2
年

厚
生

省
告

示
第

1
9

号
）
、「

指
定

施
設

サ
ー

ビ
ス

等
に

要
す

る
費

用
の

算
定

に
関

す
る

基
準

」（
平

成
1

2
年

厚
生

省
告

示
第

2
1

号
）
、「

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

」（
平

成
1

2
年

厚
生

省
告

示
第

2
5

号
）
、「

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

（
平

成
1

8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2

6
号

）
、
「

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
」
（

平

成
1

8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

1
2

7
号

）
並

び
に

「
指

定
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
」（

平
成

1
8

年
厚

生
労

働
省

告
示

第
1

2
8

号
）

に
お

い
て

示
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
今

般
、

基
本

的
考

え
方

並
び

に
事

務
処

理
手

順

及
び

様
式

例
を

下
記

の
と

お
り

お
示

し
す

る
の

で
、

ご
了

知
の

上
、

貴
管

内
市

町
村

、
関

係

団
体

、
関

係
機

関
に

そ
の

周
知

を
お

願
い

し
た

い
。

 

 １
．

基
本

的
考

え
方

 

 
 

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

（
以

下
「

加
算

」
と

い
う

。
）

は
、

平
成

２
３

年
度

ま
で

実
施

さ
れ

て
い

た
介

護
職

員
処

遇
改

善
交

付
金

に
よ

る
賃

金
改

善
の

効
果

を
継

続
す

る
観

点
か

ら
、

当
該

交
付

金
を

円
滑

に
介

護
報

酬
に

移
行

し
、

当
該

交
付

金
の

対
象

で
あ

っ
た

介
護

サ
ー

ビ
ス

に
従

事
す

る
介

護
職

員
の

賃
金

改
善

に
充

て
る

こ
と

を
目

的
に

創
設

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
当

該
交

付
金

の
交

付
を

受
け

て
い

た
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

又
は

介
護

保
険

施
設

（
以

下
「

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

」
と

い
う

。）
は

、
原

則
と

し
て

当
該

交
付

金
に

よ
る

賃
金

改
善

の
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

な
お

、
訪

問
看

護
、

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
、

居
宅

療
養

管
理

指
導

、
福

祉
用

具
貸
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与
並

び
に

介
護

予
防

訪
問

看
護

、
介

護
予

防
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

、
介

護
予

防
居

宅

療
養

管
理

指
導

、
介

護
予

防
福

祉
用

具
貸

与
並

び
に

居
宅

介
護

支
援

及
び

介
護

予
防

支
援

は

算
定

対
象

外
と

す
る

。
 

 ２
．

加
算

の
仕

組
み

と
賃

金
改

善
等

の
実

施
 

 
（

１
）

加
算

の
仕

組
み

 

加
算

は
、

サ
ー

ビ
ス

別
の

基
本

サ
ー

ビ
ス

費
に

各
種

加
算

減
算

を
加

え
た

１
月

あ

た
り

の
総

単
位

数
に

サ
ー

ビ
ス

別
加

算
率

を
乗

じ
た

単
位

数
で

算
定

す
る

こ
と

と
し

、

当
該

加
算

は
、

区
分

支
給

限
度

基
準

額
の

算
定

対
象

か
ら

除
外

さ
れ

る
。

サ
ー

ビ
ス

別
加

算
率

に
つ

い
て

は
、

別
紙

１
に

掲
げ

る
表

１
を

参
照

の
こ

と
。

 

 
 （

２
）

賃
金

改
善

等
の

実
施

等
 

①
 

加
算

の
算

定
額

に
相

当
す

る
賃

金
改

善
の

実
施

 

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

は
、

加
算

の
算

定
額

に
相

当
す

る
介

護
職

員
の

賃
金

（
退

職
手

当
を

除
く

。
）

の
改

善
（

以
下

「
賃

金
改

善
」

と
い

う
。
）

を
実

施
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

賃
金

改
善

は
、

本
給

、
手

当
、

賞
与

等
の

う
ち

か
ら

対
象

と
す

る
賃

金
項

目
を

特
定

し
た

上
で

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
特

定
し

た
賃

金
項

目
を

含
め

、

賃
金

水
準

を
低

下
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

 

※
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
又

は
介

護
保

険
施

設
（

以
下

「
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業

所
等

」
と

い
う

。
）

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

数
の

大
幅

な
減

少
な

ど
に

よ
る

経
営

の

悪
化

等
に

よ
り

、
事

業
の

継
続

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
理

由
が

あ
る

場
合

に
は

、
適

切
に

労
使

の
合

意
を

得
た

上
で

、
賃

金
水

準
を

見
直

す
こ

と
も

や
む

を
得

な
い

と
の

解
釈

を
示

す
。

 

な
お

、
賞

与
等

に
お

い
て

、
経

常
利

益
等

の
業

績
に

連
動

し
て

支
払

額
が

変
動

す
る

部
分

が
業

績
に

応
じ

て
変

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
が

、
本

加

算
に

係
る

賃
金

改
善

は
、

こ
う

し
た

変
動

と
明

確
に

区
分

さ
れ

て
い

る
必

要
が

あ

る
。

 

 ②
 

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
の

作
成

 

ⅰ
）

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
の

記
載

事
項

 

加
算

を
算

定
し

よ
う

と
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
は

、「
厚

生
労

働
大

臣
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3 
 

が
定

め
る

基
準

」
（

以
下

「
算

定
基

準
」

と
い

う
。
）

第
四

号
イ

（
２

）
に

定
め

る
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

を
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
記

載
事

項
に

つ
い

て
、

別
紙

様
式

２
に

よ
り

作
成

し
、

別
紙

様
式

３
に

よ
り

都
道

府
県

知
事

等
（

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

の
指

定
権

者
が

都
道

府
県

知
事

で
あ

る
場

合
は

、
都

道
府

県
知

事
と

し
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

の
指

定
権

者
が

市
町

村
長

（
特

別
区

長
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）

で
あ

る
場

合
は

、
市

町
村

長
と

す
る

。
以

下
同

じ
。
）

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

一
 

加
算

の
見

込
額

 
３

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

額
 

二
 

賃
金

改
善

の
見

込
額

 
各

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
お

い
て

賃
金

改
善

実
施

期
間

に
お

け
る

賃
金

改
善

に
要

す
る

見
込

額
（

当
該

改
善

に
伴

う
法

定

福
利

費
等

の
事

業
主

負
担

増
加

額
を

含
む

。
）

の
総

額
で

あ
っ

て
、

一
の

額

を
上

回
る

額
 

三
 

賃
金

改
善

を
行

う
賃

金
項

目
 

増
額

若
し

く
は

新
設

し
た

又
は

す
る

予
定

で
あ

る
給

与
の

項
目

の
種

類
（

基
本

給
、

手
当

、
賞

与
又

は
一

時
金

等
）

等

を
記

載
す

る
。

 
 

 

四
 

賃
金

改
善

実
施

期
間

 
原

則
４

月
（

年
度

の
途

中
で

加
算

の
算

定
を

受
け

る
場

合
、

当
該

加
算

を
受

け
た

月
）

か
ら

翌
年

の
３

月
ま

で
 

五
 

賃
金

改
善

を
行

う
方

法
 

賃
金

改
善

の
実

施
時

期
や

一
人

当
た

り
の

賃
金

改
善

見
込

額
を

、
可

能
な

限
り

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 ⅱ
）

必
要

書
類

の
添

付
 

加
算

を
算

定
し

よ
う

と
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
は

、
介

護
職

員
処

遇

改
善

計
画

書
に

併
せ

て
、

労
働

基
準

法
（

昭
和

2
2

年
法

律
第

4
9

号
）

第
８

９
条

に
規

定
す

る
就

業
規

則
（

賃
金

・
退

職
手

当
・

臨
時

の
賃

金
等

に
関

す
る

規
程

を
就

業
規

則
と

別
に

作
成

し
て

い
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ら

の
規

程
を

含
む

。

以
下

同
じ

。
）

及
び

労
働

保
険

に
加

入
し

て
い

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
（

労

働
保

険
関

係
成

立
届

、
労

働
保

険
概

算
・

確
定

保
険

料
申

告
書

等
）（

以
下

「
計

画
書

添
付

書
類

」
と

い
う

。
）
を

添
付

し
、
都

道
府

県
知

事
等

に
届

け
出

る
こ

と
。

 

な
お

、
都

道
府

県
知

事
等

は
、

加
算

を
算

定
し

よ
う

と
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス

事
業

者
等

が
、

前
年

度
に

加
算

を
算

定
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

既
に

提
出

さ
れ

た
計

画
書

添
付

書
類

に
関

す
る

事
項

に
変

更
が

な
い

場
合

は
、

そ
の

提
出

を
省

略
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

4 
  

③
 

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
届

出
書

の
作

成
 

算
定

基
準

第
四

号
イ

（
７

）（
以

下
「

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

」
と

い
う

。
）

及
び

（
８

）

（
以

下
「

定
量

的
要

件
」
）（

以
下

「
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
等

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
基

準
の

適
合

状
況

に
応

じ
た

４
の

所
定

の
率

を
加

算
額

に
乗

じ
る

も
の

と
す

る
。

 

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
に

つ
い

て
は

、
別

紙
様

式
６

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
等

届

出
書

を
都

道
府

県
知

事
等

に
提

出
し

て
い

る
こ

と
を

も
っ

て
要

件
に

適
合

し
た

も
の

と
す

る
。

 

な
お

、
都

道
府

県
知

事
等

は
、

加
算

を
算

定
し

よ
う

と
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業

者
等

が
、

過
年

度
に

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
届

出
書

の
提

出
を

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

、
当

該
届

出
書

の
内

容
に

変
更

が
な

い
と

き
は

、
そ

の
提

出
を

省
略

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
 

 

 
 

（
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
）

 

 
 

 
次

の
一

又
は

二
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

一
 

次
に

掲
げ

る
要

件
の

全
て

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

ア
 

介
護

職
員

の
任

用
の

際
に

お
け

る
職

位
、

職
責

又
は

職
務

内
容

等
に

応
じ

た

任
用

等
の

要
件

（
介

護
職

員
の

賃
金

に
関

す
る

も
の

を
含

む
。
）

を
定

め
て

い
る

こ
と

。
 

イ
 

ア
に

掲
げ

る
職

位
、

職
責

又
は

職
務

内
容

等
に

応
じ

た
賃

金
体

系
（

一
時

金
 

等
の

臨
時

的
に

支
払

わ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）

に
つ

い
て

定
め

て
い

る
こ

と
。

 

 
ウ

 
ア

及
び

イ
の

内
容

に
つ

い
て

就
業

規
則

等
の

明
確

な
根

拠
規

定
を

書
面

 

で
整

備
し

、
全

て
の

介
護

職
員

に
周

知
し

て
い

る
こ

と
。

 

二
 

次
に

掲
げ

る
要

件
の

全
て

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

 
ア

 
介

護
職

員
の

職
務

内
容

等
を

踏
ま

え
、

介
護

職
員

と
意

見
を

交
換

し
な

が
ら

、

資
質

向
上

の
目

標
及

び
a
）

又
は

b
）

に
掲

げ
る

具
体

的
な

計
画

を
策

定
し

、
当

該
計

画
に

係
る

研
修

の
実

施
又

は
研

修
の

機
会

を
確

保
し

て
い

る
こ

と
。

 

a
）

 
資

質
向

上
の

た
め

の
計

画
に

沿
っ

て
、

研
修

機
会

の
提

供
又

は
技

術
指

導
 

等
を

実
施

（
O

J
T

、
O

F
F
-
J
T

等
）

す
る

と
と

も
に

、
介

護
職

員
の

能
力

評
 

価
を

行
う

こ
と

。
 

b
）

 
資

格
取

得
の

た
め

の
支

援
（

研
修

受
講

の
た

め
の

勤
務

シ
フ

ト
の

調
整

、
 

15

okayamaken
長方形



5 
 

休
暇

の
付

与
、

費
用

（
交

通
費

、
受

講
料

等
）

の
援

助
等

）
を

実
施

す
る

こ
 

と
。

 

イ
 

ア
に

つ
い

て
、

全
て

の
介

護
職

員
に

周
知

し
て

い
る

こ
と

。
 

 （
定

量
的

要
件

）
 

 
 

平
成

2
0

年
1

0
月

か
ら

届
出

を
要

す
る

日
の

属
す

る
月

の
前

月
ま

で
に

実
施

し

た
処

遇
改

善
（

賃
金

改
善

を
除

く
。
）

の
内

容
及

び
当

該
改

善
に

要
し

た
費

用
の

概
算

額
を

全
て

の
介

護
職

員
に

周
知

し
て

い
る

こ
と

。
 

 ④
 

複
数

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
を

有
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
の

特
例

 

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
は

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
を

複
数

有
す

る
介

護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

（
法

人
で

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

で
あ

る
場

合
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

ご
と

の
届

出
が

実
態

に
鑑

み
適

当
で

な
い

場
合

、
当

該
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
が

一
括

し
て

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
ま

た
、

同
一

の
就

業
規

則
に

よ
り

運
営

さ
れ

て
い

る
場

合
に

、
地

域
ご

と
や

介
護

サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

都
道

府
県

等
（

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

の
指

定
権

者
が

都
道

府
県

知
事

で
あ

る
場

合
は

、
都

道
府

県
、

市
町

村
長

で
あ

る
場

合
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）
。

以
下

同
じ

。
）

の
圏

域
を

越
え

て
所

在
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業

所
等

を
複

数
有

す
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

（
法

人
で

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

に
つ

い
て

も
同

様
と

す
る

。
な

お
、

こ
の

場
合

、
別

紙
様

式
４

に
よ

り
、

別
紙

様
式

添
付

書
類

２
及

び
添

付
書

類
３

を
添

付
し

て
、

都
道

府
県

知
事

等
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
介

護
職

員
の

賃
金

改
善

に
係

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
当

該
改

善
に

伴
う

法
定

福
利

費
等

の
事

業
主

負
担

増
加

額
を

含
む

も
の

と
す

る
。

 

な
お

、
複

数
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

の
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

を
一

括

し
て

作
成

す
る

場
合

は
、

当
該

計
画

書
に

記
載

さ
れ

た
計

画
の

対
象

と
な

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
の

一
覧

表
を

作
成

し
、

当
該

計
画

書
に

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

 ⑤
そ

の
他

 

 
 

 
加

算
の

目
的

や
、

算
定

基
準

イ
（

５
）

を
踏

ま
え

、
労

働
基

準
法

等
を

遵
守

す
る

こ

と
。

 

 

6 
 ３

．
加

算
の

見
込

み
額

の
計

算
 

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
に

お
け

る
加

算
の

算
定

額
の

見
込

み
額

は
、
次

の
計

算
に

よ

る
。

 

 介
護

報
酬

総
単

位
数

×
サ

ー
ビ

ス
別

加
算

率
（

別
紙

１
に

掲
げ

る
表

１
）（

一
単

位
未

満
の

 

端
数

四
捨

五
入

）
×

一
単

位
の

単
価

（
一

円
未

満
の

端
数

切
り

捨
て

）
 

 介
護

報
酬

総
単

位
数

は
、

サ
ー

ビ
ス

別
の

基
本

サ
ー

ビ
ス

費
に

各
種

加
算

減
算

を
加

え

た
１

月
あ

た
り

の
総

単
位

数
と

し
、

算
定

を
受

け
る

年
度

に
お

け
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

係
る

見
込

み
に

よ
り

算
出

す
る

。
こ

の
場

合
、

過
去

の
実

績
や

事
業

計
画

等
を

勘
案

し
、

事
業

の
実

態
に

沿
っ

た
見

込
み

数
を

用
い

る
こ

と
。

 

ま
た

、
加

算
の

見
込

み
額

は
、

各
サ

ー
ビ

ス
別

に
都

道
府

県
等

ご
と

に
作

成
す

る
も

の

と
し

、
複

数
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

お
い

て
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
を

一
括

作
成

す
る

場
合

の
加

算
の

見
込

額
の

計
算

に
つ

い
て

は
、

別
紙

１
に

掲
げ

る
表

１
に

定
め

る
サ

ー
ビ

ス
区

分
ご

と
に

行
い

、
そ

れ
ぞ

れ
の

サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
算

出
さ

れ
た

単
位

（
１

単
位

未
満

の
端

数
切

り
捨

て
）

を
合

算
す

る
こ

と
。

 

な
お

、
上

記
は

計
画

を
作

成
す

る
際

の
加

算
の

見
込

の
算

定
方

法
で

あ
り

、
実

際
の

介

護
報

酬
総

額
は

、
次

の
計

算
に

よ
る

。
 

 （
介

護
報

酬
総

単
位

数
＋

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
単

位
数

）
×

一
単

位
の

単
価

（
一

単

位
未

満
の

端
数

切
り

捨
て

）
 

 ４
．

加
算

の
単

位
数

 

 
年

度
内

に
支

払
わ

れ
る

加
算

の
単

位
数

は
、

介
護

報
酬

総
単

位
数

に
、

別
紙

１
の

サ
ー

ビ
ス

区
分

及
び

次
の

各
号

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
等

の
適

合
状

況
ご

と
に

定
め

る
率

を
乗

じ
て

得
た

額
（

１
単

位
未

満
の

端
数

四
捨

五
入

）
と

す
る

。
 

一
 

算
定

基
準

イ
（

７
）

又
は

（
８

）
の

い
ず

れ
か

一
方

に
適

合
す

る
場

合
 

 
9

0
/
1

0
0

 

二
 

算
定

基
準

イ
（

７
）

又
は

（
８

）
の

い
ず

れ
に

も
適

合
し

な
い

場
合

 
 

 
8

0
/
1

0
0

 

 ５
．

加
算

の
停

止
 

都
道

府
県

知
事

等
は

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
は

、
加

算
を

算
定

す
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

が
次

の
各

号
に

該
当

す
る

場
合

は
、

既
に

支
給

さ
れ

た
加

算
の

一
部

若
し

く
は

全

16
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7 
 

部
を

不
正

受
給

と
し

て
返

還
さ

せ
る

こ
と

又
は

加
算

を
取

り
消

す
こ

と
が

で
き

る
。

 

な
お

、
複

数
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

を
有

す
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

（
法

人
で

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

で
あ

っ
て

一
括

し
て

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

を
作

成
し

て
い

る
場

合
、

当
該

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

の
指

定
権

者
間

に
お

い
て

協
議

し
、

必
要

に
応

じ
て

監

査
等

を
連

携
し

て
実

施
す

る
。

指
定

権
者

間
の

協
議

に
当

た
っ

て
は

、
都

道
府

県
が

調
整

を

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

一
 

算
定

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
場

合
 

二
 

虚
偽

又
は

不
正

の
手

段
に

よ
り

加
算

を
受

け
た

場
合

 

 ６
．

都
道

府
県

知
事

等
へ

の
届

出
 

加
算

の
算

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

等
は

、
算

定
を

受
け

る
年

度

の
前

年
度

の
2

月
末

日
ま

で
に

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
ご

と
に

、
当

該
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
の

所
在

す
る

都
道

府
県

知
事

等
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

た
だ

し
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
を

一
括

し
て

作
成

す
る

場
合

は
、

一
括

し
て

都

道
府

県
知

事
等

に
届

け
出

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

ま
た

、
年

度
の

途
中

で
加

算
の

算
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
は

、

算
定

を
受

け
よ

う
と

す
る

月
の

前
々

月
の

末
日

ま
で

に
、

都
道

府
県

知
事

等
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 ７
．

平
成

2
4

年
度

当
初

の
特

例
 

平
成

2
4

年
度

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
4

年
度

に
介

護
職

員
処

遇
改

善
交

付
金

の
承

認

を
受

け
て

い
た

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

は
、

当
該

承
認

を
も

っ
て

、
加

算
の

算
定

要
件

を
満

た
し

た
も

の
と

み
な

し
、

当
該

加
算

を
支

給
す

る
こ

と
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

各
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

は
、

平
成

2
4

年
５

月
末

ま
で

に
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
及

び
計

画
書

添
付

書
類

を
都

道
府

県
知

事
等

に
提

出
す

る
こ

と
。

 

な
お

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
交

付
金

の
承

認
を

受
け

て
い

な
い

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所

等
（

新
た

に
都

道
府

県
知

事
等

の
指

定
を

受
け

る
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
を

含
む

。
）

の

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

に
つ

い
て

は
、

加
算

の
算

定
を

受
け

よ
う

と
す

る
月

の
前

々
月

の
末

日
ま

で
に

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
及

び
計

画
書

添
付

書
類

を
都

道
府

県
知

事
等

に
提

出
す

る
こ

と
。

な
お

、
当

該
事

業
所

等
で

あ
っ

て
、

平
成

2
4

年
4

月
か

ら
算

定
を

受
け

る
場

合
は

、
平

成
2

4
年

3
月

2
0

日
ま

で
に

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
及

び
計

画
書

添
付

書
類

を
都

道
府

県
知

事
等

に
提

出
す

る
こ

と
。

 

8 
  ８

．
都

道
府

県
知

事
等

へ
の

変
更

の
届

出
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
は

、
加

算
を

算
定

す
る

際
に

提
出

し
た

届
出

書
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
、

計
画

書
添

付
書

類
並

び
に

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
届

出
書

に
変

更
（

次
の

各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
に

限
る

。
）

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る

事
項

を
記

載
し

た
変

更
の

届
出

を
行

う
。

 

一
 

会
社

法
に

よ
る

吸
収

合
併

、
新

設
合

併
等

に
よ

る
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

の
作

成

単
位

が
変

更
と

な
る

場
合

は
、

当
該

事
実

発
生

ま
で

の
賃

金
改

善
の

実
績

及
び

承
継

後
の

賃
金

改
善

に
関

す
る

内
容

 

二
 

別
紙

様
式

４
に

よ
り

申
請

を
行

う
事

業
者

に
お

い
て

、
当

該
申

請
に

関
係

す
る

介
護

サ

ー
ビ

ス
事

業
所

等
に

増
減

（
新

規
指

定
、

廃
止

等
の

事
由

に
よ

る
）

が
あ

っ
た

場
合

は
当

該
事

業
所

等
の

介
護

保
険

事
業

所
番

号
、

事
業

所
等

名
称

、
サ

ー
ビ

ス
種

別
 

三
 

就
業

規
則

を
改

正
（

介
護

職
員

の
処

遇
に

関
す

る
内

容
に

限
る

。
）

し
た

場
合

は
、

当

該
改

正
の

概
要

 

四
 

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
に

関
す

る
適

合
状

況
に

変
更

（
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
等

の
適

合

状
況

ご
と

に
定

め
る

率
が

変
動

す
る

場
合

又
は

２
（

２
）

③
一

又
は

二
の

要
件

間
の

変
更

に
限

る
。
）

が
あ

っ
た

場
合

は
、

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
届

出
書

の
内

容
 

 ９
．

賃
金

改
善

の
実

績
報

告
 

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

は
、

各
事

業
年

度
に

お
け

る
最

終
の

加
算

の
支

払
い

が
あ

っ
た

月
の

翌
々

月
の

末
日

ま
で

に
、

都
道

府
県

知
事

等
に

対
し

て
、

以
下

の
事

項
を

含
め

た
別

紙

様
式

５
の

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
を

提
出

し
、

２
年

間
保

存
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

一
 

加
算

の
総

額
 

二
 

賃
金

改
善

実
施

期
間

 

三
 

第
二

号
の

期
間

に
お

け
る

次
の

事
項

 

ア
 

介
護

職
員

常
勤

換
算

数
の

総
数

 

イ
 

介
護

職
員

に
支

給
し

た
賃

金
総

額
 

ウ
 

介
護

職
員

一
人

当
た

り
賃

金
月

額
 

 四
 

実
施

し
た

賃
金

改
善

の
方

法
 

 
「

基
本

給
を

介
護

職
員

平
均

で
○

○
円

改
善

し
た

」
な

ど
、

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

五
 

第
四

号
の

実
施

に
要

し
た

費
用

の
総

額
（

賃
金

改
善

に
伴

う
法

定
福

利
費

等
の

事
業
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9 
 

主
負

担
増

加
額

を
含

む
。
）

 

賃
金

改
善

に
要

し
た

費
用

に
つ

い
て

は
内

訳
を

記
載

す
る

こ
と

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
 

５
の

第
三

号
の

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
で

差
し

支
え

な
い

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
内

訳
 

の
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
賃

金
改

善
方

法
等

に
応

じ
た

適
 

切
な

方
法

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
六

 
介

護
職

員
一

人
当

た
り

賃
金

改
善

額
（

月
額

平
均

）
 

第
五

号
の

額
を

第
三

号
ア

の
数

で
除

し
て

得
た

額
（

一
円

未
満

切
り

捨
て

）
を

記
載

す
る

。
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-
1

-

別
紙

１

表
１

加
算

算
定

対
象

サ
ー

ビ
ス

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
の

適
合

状
況

に
応

じ
た

加
算

率
サ

ー
ビ

ス
区

分
表

３
の

①
表

３
の

②
表

３
の

③
に

該
当

に
該

当
に

該
当

（
ア

）
（

イ
）

（
ウ

）

・
（

介
護

予
防

）
訪

問
介

護
４

．
０

％

・
夜

間
対

応
型

訪
問

介
護

・
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護

・
（

介
護

予
防

）
訪

問
入

浴
介

護
１

．
８

％

・
（

介
護

予
防

）
通

所
介

護
１

．
９

％

・
（

介
護

予
防

）
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

１
．

７
％

・
（

介
護

予
防

）
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

３
．

０
％

・
地

域
密

着
型

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護

・
（

介
護

予
防

）
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
２

．
９

％
(
ア

)
に

よ
り

算
(
ア

)
に

よ
り

算

・
（

介
護

予
防

）
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

４
．

２
％

出
し

た
単

位
出

し
た

単
位

・
複

合
型

サ
ー

ビ
ス

(
一

単
位

未
満

(
一

単
位

未
満

・
（

介
護

予
防

）
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
３

．
９

％
の

端
数

四
捨

五
の

端
数

四
捨

五

・
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ

ス
２

．
５

％
入

)
×

０
．

９
入

)
×

０
．

８

・
地

域
密

着
型

介
護

老
人

福
祉

施
設

・
（

介
護

予
防

）
短

期
入

所
生

活
介

護

・
介

護
保

健
施

設
サ

ー
ビ

ス
１

．
５

％

・
（

介
護

予
防

）
短

期
入

所
療

養
介

護
（

老
健

）

・
介

護
療

養
施

設
サ

ー
ビ

ス
１

．
１

％

・
（

介
護

予
防

）
短

期
入

所
療

養
介

護

（
病

院
等

（
老

健
以

外
）
）

表
２

加
算

算
定

非
対

象
サ

ー
ビ

ス

サ
ー

ビ
ス

区
分

加
算

率

・
（

介
護

予
防

）
訪

問
看

護
・
（

介
護

予
防

）
訪

問
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

０
％

・
（

介
護

予
防

）
福

祉
用

具
貸

与
・

特
定

（
介

護
予

防
）

福
祉

用
具

販
売

・
（

介
護

予
防

）
居

宅
療

養
管

理
指

導
・

居
宅

介
護

支
援

・
介

護
予

防
支

援

表
３

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
の

適
合

状
況

に
関

す
る

区
分

①
２

－
(
２

)
－

③
の

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

及
び

定
量

的
要

件
を

す
べ

て
満

た
す

対
象

事
業

者

②
２

－
(
２

)
－

③
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
又

は
定

量
的

要
件

の
い

ず
れ

か
を

満
た

す
対

象
事

業
者

③
２

－
(
２

)
－

③
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
要

件
及

び
定

量
的

要
件

の
い

ず
れ

も
満

た
し

て
い

な
い

対
象

事
業

者

-
2

-

別
紙

様
式

２

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
(
平

成
年

度
届

出
用

)

事
業

所
等

情
報

介
護

保
険

事
業

所
番

号

フ
リ

ガ
ナ

事
業

者
・

開
設

者
名

称

〒
主

た
る

事
務

所
の

都
・

道
府

・
県

所
在

地
電

話
番

号
F
A
X
番

号

フ
リ

ガ
ナ

提
供

す
る

事
業

所
等

の
名

称
名

称
サ

ー
ビ

ス

〒
都

・
道

事
業

所
の

所
在

地
府

・
県

電
話

番
号

F
A
X
番

号

※
事

業
所

等
情

報
に

つ
い

て
は

、
複

数
の

事
業

所
ご

と
に

一
括

し
て

提
出

す
る

場
合

は
「

別
紙

一
覧

表
に

よ
る

」
と

記
載

す
る

こ
と

。

⑴
賃

金
改

善
計

画
に

つ
い

て
(
本

計
画

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
つ

い
て

は
見

込
み

の
額

で
あ

り
、
申

請
時

以
降

の
運

営
状

況
(
利

用
者

数
等

)
、

人
員

配
置

状
況

(
職

員
数

等
)
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

変
動

が
あ

り
得

る
も

の
で

あ
る

。
)

①
平

成
年

度
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
の

見
込

額
(
総

額
)

円

②
賃

金
改

善
所

要
見

込
額

(
総

額
)

円

※
②

に
つ

い
て

は
、

法
定

福
利

費
等

の
賃

金
改

善
に

伴
う

増
加

分
も

含
む

も
の

と
す

る
。

※
他

の
都

道
府

県
等

に
所

在
す

る
複

数
の

事
業

所
等

を
一

括
し

て
作

成
し

、
提

出
す

る
場

合
は

添
付

書
類

２
及

び
添

付
書

類
３

を
添

付
す

る
こ

と
。

賃
金

改
善

の
方

法
に

つ
い

て

基
本

給
、
［

］
手

当
、
［

］
手

当
、
［

］
手

当
、

賞
与

(
一

時
金

)
③

賃
金

改
善

を
行

う
給

与
項

目
そ

の
他

(
)

④
賃

金
改

善
実

施
期

間
平

成
年

月
～

平
成

年
月

※
④

に
つ

い
て

は
原

則
各

年
４

月
～

翌
年

３
月

ま
で

の
連

続
す

る
期

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
な

お
、

当
該

期
間

の
月

数
は

加
算

の
対

象
月

数
を

越
え

て
な

ら
な

い
。

賃
金

改
善

を
行

う
方

法
(
一

人
当

た
り

の
平

均
賃

金
改

善
月

額
等

に
つ

い
て

も
可

能
な

限
り

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、

当
該

改
善

額
は

見
込

み
か

つ

全
体

の
平

均
で

、
法

定
福

利
費

等
の

増
加

額
も

含
み

、
税

引
き

前
で

あ
る

た
め

、
実

際
の

個
々

人
の

手
取

り
額

と
は

必
ず

し
も

一
致

し
な

い
。
）

⑤ (
任

意
記

載
事

項
)
賃

金
改

善
前

の
状

況
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

い
。

介
護

職
員

賃
金

総
額

一
人

当
た

り
介

護
職

員
⑥

円
⑦

円
(
月

額
平

均
)

賃
金

額
(
月

額
平

均
)

⑵
賃

金
改

善
以

外
の

処
遇

改
善

に
つ

い
て

（
別

紙
様

式
６

を
作

成
し

て
い

る
場

合
、

記
載

を
省

略
で

き
る

。
）

平
成

2
1
年

４
月

以
降

に
実

施
し

た
(
又

は
実

施
予

定
の

)
事

項
に

つ
い

て
必

ず
１

つ
以

上
に

○
を

つ
け

る
こ

と
。

賃
金

体
系

等
の

人
事

制
度

の
整

備
・

非
正

規
職

員
か

ら
正

規
職

員
へ

の
転

換
・

短
時

間
正

規
職

員
制

度
の

導
入

処
遇

全
般

昇
給

又
は

昇
格

等
の

要
件

の
明

確
化

・
休

暇
制

度
、

労
働

時
間

等
の

改
善

・
職

員
の

増
員

に
よ

る
業

務
負

担
の

軽
減

そ
の

他
(

)

人
材

育
成

環
境

の
整

備
・

資
格

取
得

、
能

力
向

上
の

た
め

の
措

置
教

育
・

研
修

能
力

向
上

が
認

め
ら

れ
た

職
員

へ
の

処
遇

、
配

置
の

反
映

そ
の

他
(

)

出
産

、
子

育
て

支
援

の
強

化
・

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
に

よ
る

職
場

内
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
円

滑
化

職
場

環
境

事
故

、
ト

ラ
ブ

ル
へ

の
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

作
成

・
介

護
補

助
器

具
等

の
購

入
、

整
備

等
健

康
診

断
、

腰
痛

対
策

、
こ

こ
ろ

の
健

康
等

の
健

康
管

理
面

の
強

化
・

職
員

休
憩

室
、

分
煙

ス
ペ

ー
ス

等
の

整
備

労
働

安
全

衛
生

対
策

の
充

実
・

業
務

省
力

化
対

策
そ

の
他

(
)

そ
の

他

上
記

に
つ

い
て

は
、

雇
用

す
る

す
べ

て
の

介
護

職
員

に
対

し
周

知
を

し
た

う
え

で
、

提
出

し
て

い
る

こ
と

を
証

明
い

た
し

ま
す

。
平

成
年

月
日

(
法

人
名

)
(
代

表
者

名
)

印
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-
3

-

別
紙

様
式

２
(
添

付
書

類
１

)

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
(
事

業
所

一
覧

表
)

法
人

名

都
道

府
県

名

介
護

保
険

事
業

所
番

号
事

業
所

の
名

称
サ

ー
ビ

ス
名

ペ
ー

ジ
数

総
ペ

ー
ジ

数
／

届
出

る
指

定
権

者
ご

と
に

該
当

す
る

都
道

府
県

等
分

の
み

記
載

-
4

-

別
紙

様
式

２
(
添

付
書

類
２

)

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
(
都

道
府

県
状

況
一

覧
表

)

法
人

名

都
道

府
県

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
見

込
額

賃
金

改
善

所
要

見
込

額
他

都
道

府
事

業
所

等
の

介
護

職
員

の
賃

金
改

他
都

道
府

県
の

事
業

所
等

で
受

け
た

加

善
の

原
資

と
し

て
充

当
す

る
見

込
額

算
額

を
原

資
と

し
て

改
善

す
る

見
込

額

北
海

道
円

円
円

円

青
森

県
円

円
円

円

岩
手

県
円

円
円

円

宮
城

県
円

円
円

円

秋
田

県
円

円
円

円

山
形

県
円

円
円

円

福
島

県
円

円
円

円

茨
城

県
円

円
円

円

栃
木

県
円

円
円

円

群
馬

県
円

円
円

円

埼
玉

県
円

円
円

円

千
葉

県
円

円
円

円

東
京

都
円

円
円

円

神
奈

川
県

円
円

円
円

新
潟

県
円

円
円

円

富
山

県
円

円
円

円

石
川

県
円

円
円

円

福
井

県
円

円
円

円

山
梨

県
円

円
円

円

長
野

県
円

円
円

円

岐
阜

県
円

円
円

円

静
岡

県
円

円
円

円

愛
知

県
円

円
円

円

三
重

県
円

円
円

円

滋
賀

県
円

円
円

円

京
都

府
円

円
円

円

大
阪

府
円

円
円

円

兵
庫

県
円

円
円

円

奈
良

県
円

円
円

円

和
歌

山
県

円
円

円
円

鳥
取

県
円

円
円

円

島
根

県
円

円
円

円

岡
山

県
円

円
円

円

広
島

県
円

円
円

円

山
口

県
円

円
円

円

徳
島

県
円

円
円

円

香
川

県
円

円
円

円

愛
媛

県
円

円
円

円

高
知

県
円

円
円

円

福
岡

県
円

円
円

円

佐
賀

県
円

円
円

円

長
崎

県
円

円
円

円

熊
本

県
円

円
円

円

大
分

県
円

円
円

円

宮
崎

県
円

円
円

円

鹿
児

島
県

円
円

円
円

沖
縄

県
円

円
円

円

全
国

計
円

円
円

円
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-
5

-

別
紙

様
式

２
(
添

付
書

類
３

) 介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
(
市

町
村

一
覧

表
)
(
再

掲
)

法
人

名

都
道

府
県

名

指
定

権
者

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

の
見

賃
金

改
善

所
要

見
込

額
他

都
道

府
県

事
業

所
等

の
介

護
他

都
道

府
県

の
事

業
所

等
で

込
額

職
員

の
賃

金
改

善
の

原
資

と
し

受
け

た
加

算
額

を
原

資
と

し

て
充

当
す

る
見

込
額

て
改

善
す

る
見

込
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

合
計

円
円

円
円

ペ
ー
ジ
数

総
ペ
ー
ジ
数

／

届
出

る
指

定
権

者
ご

と
に

該
当

す
る

都
道

府
県

等
分

の
み

記
載

-
6

-

別
紙

様
式

３

平
成

●
年

●
月

●
日

都
道

府
県

知
事

市
町

村
長

●
●

●
●

殿

（
法

人
名

）

（
代

表
者

）
印

平
成

●
●

年
度

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

届
出

書

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
「

●
●

●
●

●
」
（

介
護

保
険

事
業

所
番

号
）
（

サ
ー

ビ
ス

名
）

に
係

る

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

に
関

す
る

届
出

書
に

つ
い

て
、

別
添

の
と

お
り

、
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画

書
そ

の
他

必
要

な
書

類
を

添
え

て
届

け
出

ま
す

。

（
添

付
書

類
）

・
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

（
別

紙
様

式
２

）

・
そ

の
他

必
要

な
書

類
（

就
業

規
則

、
給

与
規

程
、
労

働
保

険
保

険
関

係
成

立
届

等
の

納
入

証
明

書
等

）
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-
7

-

別
紙

様
式

４

平
成

●
年

●
月

●
日

都
道
府
県
知
事

市
町

村
長

●
●

●
●

殿

（
法

人
名

）

（
代

表
者

）
印

平
成

●
●

年
度

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

届
出

書

別
表

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

に
係

る
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
に

関
す

る
届

出
書

に
つ

い
て

、
別

添
の

と
お

り
、

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
そ

の
他

必
要

な
書

類
を

添
え

て
届

け
出

ま
す

。

（
添

付
書

類
）

・
介

護
職

員
処

遇
改

善
計

画
書

（
別

紙
様

式
２

）

・
そ

の
他

必
要

な
書

類
（

就
業

規
則

、
給

与
規

程
、
労

働
保

険
保

険
関

係
成

立
届

等
の

納
入

証
明

書
等

）

-
8

-

別
紙

様
式

５

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
(
平

成
年

度
)

都
道

府
県

知
事

市
町

村
長

殿

①
平

成
年

度
分

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

総
額

②
加

算
に

よ
る

賃
金

改
善

実
施

期
間

平
成

年
月

～
平

成
年

月

③
介

護
職

員
常

勤
換

算
数

(
②

の
期

間
の

総
数

)

④
介

護
職

員
に

支
給

し
た

賃
金

額
(
②

の
期

間
の

総
額

)
円

⑤
介

護
職

員
一

人
当

た
り

賃
金

月
額

(
④

÷
③

)
円

②
の

期
間

に
お

い
て

実
施

し
た

賃
金

改
善

の
概

要
(
改

善
し

た
給

与
の

項
目

及
び

そ
の

金
額

等
に

つ
い

て
⑥

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

)

⑦
賃

金
改

善
所

要
額

（
⑥

に
要

し
た

費
用

の
総

額
）

円
(
法

定
福

利
費

等
を

含
む

)

⑧
介

護
職

員
一

人
当

た
り

賃
金

改
善

月
額

(
⑦

÷
③

)
円

※
①

に
つ

い
て

は
、

別
紙

様
式

５
（

添
付

書
類

１
）

に
よ

り
内

訳
を

添
付

す
る

こ
と

。
※

⑦
に

つ
い

て
は

、
積

算
の

根
拠

と
な

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。
(
任

意
の

様
式

で
可

。
)

※
他

の
都

道
府

県
に

所
在

す
る

複
数

の
事

業
所

等
を

一
括

し
て

提
出

す
る

場
合

は
、

添
付

書
類

２
及

び
添

付
書

類
３

を
添

付
す

る
こ

と
。

上
記

に
つ

い
て

相
違

な
い

こ
と

を
証

明
い

た
し

ま
す

。

平
成

年
月

日
(
法

人
名

)

(
代

表
者

名
)

印
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-
9

-

別
紙

様
式

５
(
添

付
書

類
１

)

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
(
事

業
所

一
覧

表
)

法
人

名

都
道

府
県

名

介
護

保
険

事
業

所
番

号
事

業
所

の
名

称
サ

ー
ビ

ス
名

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

額 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ペ
ー

ジ
数

総
ペ

ー
ジ

数
／

届
出

る
指

定
権

者
ご

と
に

該
当

す
る

都
道

府
県

等
分

の
み

記
載

-
10

-

別
紙

様
式

５
(
添

付
書

類
２

)

介
護

職
員

処
遇

改
善

実
績

報
告

書
(
都

道
府

県
状

況
一

覧
表

)

法
人

名

都
道

府
県

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

額
賃

金
改

善
所

要
額

他
都

道
府

事
業

所
等

の
介

護
職

員
の

賃
金

改
他

都
道

府
県

の
事

業
所

等
で

受
け

た
加

善
の

原
資

と
し

て
充

当
す

る
額

算
額

を
原

資
と

し
て

改
善

す
る

額

北
海

道
円

円
円

円

青
森

県
円

円
円

円

岩
手

県
円

円
円

円

宮
城

県
円

円
円

円

秋
田

県
円

円
円

円

山
形

県
円

円
円

円

福
島

県
円

円
円

円

茨
城

県
円

円
円

円

栃
木

県
円

円
円

円

群
馬

県
円

円
円

円

埼
玉

県
円

円
円

円

千
葉

県
円

円
円

円

東
京

都
円

円
円

円

神
奈

川
県

円
円

円
円

新
潟

県
円

円
円

円

富
山

県
円

円
円

円

石
川

県
円

円
円

円

福
井

県
円

円
円

円

山
梨

県
円

円
円

円

長
野

県
円

円
円

円

岐
阜

県
円

円
円

円

静
岡

県
円

円
円

円

愛
知

県
円

円
円

円

三
重

県
円

円
円

円

滋
賀

県
円

円
円

円

京
都

府
円

円
円

円

大
阪

府
円

円
円

円

兵
庫

県
円

円
円

円

奈
良

県
円

円
円

円

和
歌

山
県

円
円

円
円

鳥
取

県
円

円
円

円

島
根

県
円

円
円

円

岡
山

県
円

円
円

円

広
島

県
円

円
円

円

山
口

県
円

円
円

円

徳
島

県
円

円
円

円

香
川

県
円

円
円

円

愛
媛

県
円

円
円

円

高
知

県
円

円
円

円

福
岡

県
円

円
円

円

佐
賀

県
円

円
円

円

長
崎

県
円

円
円

円

熊
本

県
円

円
円

円

大
分

県
円

円
円

円

宮
崎

県
円

円
円

円

鹿
児

島
県

円
円

円
円

沖
縄

県
円

円
円

円

全
国

計
円

円
円

円

※
本

様
式

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

積
算

の
根

拠
と

な
る

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。
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-
11

-

別
紙

様
式

５
(
添

付
書

類
３

)

介
護

職
員

処
遇

改
善

計
画

書
(
市

町
村

一
覧

表
)
(
再

掲
)

法
人

名

都
道

府
県

名

指
定

権
者

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

額
賃

金
改

善
所

要
額

他
都

道
府

県
事

業
所

等
の

介
護

他
都

道
府

県
の

事
業

所
等

で

職
員

の
賃

金
改

善
の

原
資

と
し

受
け

た
加

算
額

を
原

資
と

し

て
充

当
す

る
額

て
改

善
す

る
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

合
計

円
円

円
円

ペ
ー

ジ
数

総
ペ

ー
ジ

数

／

届
出

る
指

定
権

者
ご

と
に

該
当

す
る

都
道

府
県

等
分

の
み

記
載

-
12

-

別
紙

様
式

６

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

要
件

等
届

出
書

（
平

成
年

度
分

）

事
業

所
等

情
報

介
護

保
険

事
業

所
番

号

フ
リ

ガ
ナ

事
業

者
・

開
設

者
名

称

フ
リ

ガ
ナ

提
供

す
る

事
業

所
等

の
名

称
名

称
サ

ー
ビ

ス

⑴
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
に

関
す

る
要

件
に

つ
い

て
（

※
）

Ⅰ
を

選
択

す
る

場
合

は
太

枠
内

に
、

Ⅱ
を

選
択

す
る

場
合

は
二

重
線

枠
内

に
記

載
す

る
こ

と
。

次
の

内
容

に
つ

い
て

あ
て

は
ま

る
も

の
に

○
を

つ
け

る
こ

と
。（

Ⅰ
・

Ⅱ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
し

て
い

れ
ば

本
要

件
を

満
た

す
。
）

Ⅰ
次

の
①

か
ら

③
ま

で
の

す
べ

て
の

要
件

を
満

た
す

。

①
職

員
の

職
位

、
職

責
又

は
職

務
内

容
等

に
応

じ
た

任
用

等
の

要
件

を
定

め
て

い
る

。
②

職
位

、
職

責
又

は
職

務
内

容
等

に
応

じ
た

賃
金

体
系

に
つ

い
て

定
め

て
い

る
。

該
当

・
非

該
当

③
就

業
規

則
等

の
明

確
な

根
拠

規
定

を
書

面
で

整
備

し
、

す
べ

て
の

介
護

職
員

に
周

知
し

て
い

る
。

Ⅱ
次

の
④

か
ら

⑥
ま

で
の

す
べ

て
の

要
件

を
満

た
す

。
該

当
・

非
該

当

（
要

件
Ⅱ

に
つ

い
て

）
上

記
①

か
ら

③
ま

で
の

す
べ

て
の

要
件

に
該

当
し

な
い

場
合

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

④
①

か
ら

③
ま

で
の

要
件

を
す

べ
て

満
た

す
こ

と
の

で
き

な
い

理
由

⑤
介

護
職

員
と

の
意

見
交

換
を

踏
ま

え
た

資
質

向
上

の
た

め
の

目
標

⑥
⑤

の
実

現
の

た
め

の
具

体
的

な
取

ア
資

質
向

上
の

た
め

の
計

画
に

沿
っ

て
、

研
修

機
会

の
提

供
又

は
技

術
指

導
等

を
実

施
す

る
と

と
も

り
組

み
の

内
容

に
、

介
護

職
員

の
能

力
評

価
を

行
う

。

（
い

ず
れ

か
に

○
を

つ
け

る
こ

と
。
）

イ
資

格
取

得
の

た
め

の
支

援
の

実
施

※
当

該
支

援
の

内
容

に
つ

い
て

下
記

に
記

載
す

る
こ

と

(
)

（
注

）
⑥

の
ア

を
選

択
し

た
場

合
、

本
書

に
資

質
向

上
の

た
め

の
計

画
を

添
付

す
る

こ
と

。

⑵
平

成
２

１
年

４
月

介
護

報
酬

改
定

を
踏

ま
え

た
処

遇
改

善
に

関
す

る
定

量
的

要
件

に
つ

い
て

（
※

）
太

枠
内

に
記

載
す

る
こ

と
。

①
平

成
２

０
年

１
０

月
か

ら
現

在
ま

で
に

実
施

し
た

事
項

に
つ

い
て

必
ず

１
つ

以
上

に
○

を
つ

け
る

こ
と

（
た

だ
し

、
記

載
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

選
択

し
た

キ
ャ

リ
ア

パ
ス

に
関

す
る

要
件

で
求

め
ら

れ
て

い
る

事
項

と
明

ら
か

に
重

複
す

る
事

項
を

記
載

し
な

い
こ

と
。
）

賃
金

体
系

等
の

人
事

制
度

の
整

備
・

非
正

規
職

員
か

ら
正

規
職

員
へ

の
転

換
・

短
時

間
正

規
職

員
制

度
の

導
入

処
遇

全
般

昇
給

又
は

昇
格

等
の

要
件

の
明

確
化

・
休

暇
制

度
、

労
働

時
間

等
の

改
善

・
職

員
の

増
員

に
よ

る
業

務
負

担
の

軽
減

そ
の

他
(

)

人
材

育
成

環
境

の
整

備
・

資
格

取
得

、
能

力
向

上
の

た
め

の
措

置
教

育
・

研
修

能
力

向
上

が
認

め
ら

れ
た

職
員

へ
の

処
遇

、
配

置
の

反
映

そ
の

他
(

)

出
産

、
子

育
て

支
援

の
強

化
・

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
に

よ
る

職
場

内
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
円

滑
化

職
場

環
境

事
故

、
ト

ラ
ブ

ル
へ

の
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

作
成

・
介

護
補

助
器

具
等

の
購

入
、

整
備

等
健

康
診

断
、

腰
痛

対
策

、
こ

こ
ろ

の
健

康
等

の
健

康
管

理
面

の
強

化
・

職
員

休
憩

室
、

分
煙

ス
ペ

ー
ス

等
の

整
備

労
働

安
全

衛
生

対
策

の
充

実
・

業
務

省
力

化
対

策
そ

の
他

(
)

そ
の

他

②
①

に
要

し
た

費
用

の
概

算
額

に
つ

い
て

主
た

る
経

費
の

名
称

（
例

：
委

託
費

、
人

件
費

、
物

品
購

入
費

等
）

平
成

20
年

10
月

か
ら

現
在

ま
で

に
要

し
た

費
用

の
額

円

上
記

に
つ

い
て

は
、

雇
用

す
る

す
べ

て
の

介
護

職
員

に
対

し
周

知
を

し
た

う
え

で
、

提
出

し
て

い
る

こ
と

を
証

明
い

た
し

ま
す

。

平
成

年
月

日
(
法

人
名

)

(
代

表
者

名
)

印
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特別地域加算及び中山間地域等加算対象地域一覧表

離島振興対策実
施地域

厚生労働大臣が別
に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

岡山市 犬島 － －
旧御津町、旧建部村、旧上建
部村、旧鶴田村

旧建部町 あり

玉野市 石島 － － － － あり

備前市
鹿久居島・鶴島・
大多府島・頭島・
鴻島・曽島

－ － 全域 旧日生町

瀬戸内市 － － － 旧牛窓町 旧牛窓町 あり

赤磐市 － － －
旧笹岡村、旧熊山村、旧山方
村、旧佐伯北村

旧吉井町 あり

和気町 － － － 旧佐伯村、旧和気町 旧佐伯町 あり

吉備中央町 － － －
旧都賀村、旧円城村、旧新山
村、旧江与味村、旧豊野村、
旧下竹荘村

全域

倉敷市
釜島、松島、六口
島

－ － － － －

笠岡市

高島、白石島、北
木島、真鍋島、小
飛島、大飛島、六
島

－ －
旧神島内村、旧北木島村、旧
真鍋島村

－ あり

井原市 － － －
旧井原市、旧宇戸村、旧芳井
町

全域

総社市 － － －
旧池田村、旧日美村、旧下倉
村、旧富山村

－ あり

高梁市 －

川上町地頭、川上町
七地、川上町三沢、
川上町領家、川上町
吉木、川上町臘数、
備中町志藤用瀬、備
中町布瀬、備中町長
屋、備中町布賀

－ 全域 全域

新見市 － －
旧新見市、旧大
佐町、旧神郷町

全域 全域

－

－

旧下倉村（下倉）
旧富山村（宇山・種井・延原・槁）

旧中井村（西方・津々）
旧玉川村（下切・玉・増原）
旧宇治村（穴田・宇治・遠原・本郷）
旧高倉村（飯部・大瀬八長・田井）
旧上有漢村（上有漢）
旧吹屋町（吹屋・中野・坂本）
旧中村（布寄・羽根・長地・相坂・小泉）
旧大賀村（仁賀・上大竹・下大竹）
旧高山村（高山・高山市・大原）
旧平川村（平川）
旧湯野村（西山・東油野・西油野）

旧豊永村（豊永赤馬・豊永宇山・豊永佐伏）
旧熊谷村（上熊谷・下熊谷）
旧菅生村（菅生）
旧千屋村（千屋・千屋実・千屋井原・千屋花
見）
旧上刑部村（上刑部・大井野）
旧丹治部村（田治部・布瀬）
旧神代村・旧新郷村
旧本郷村・旧万歳村・旧新砥村
旧矢神村・旧野馳村

－

－

旧熊山村2-2（勢力・千躰・奥吉原）
旧山方村（是里・滝山・黒本・黒沢・中山）
旧佐伯北村（稲蒔・光木・石・八島田・暮田）
旧布都美村2-2（合田・中畑・石上・小鎌・西勢
実・広戸）

旧佐伯村（津瀬・米沢・佐伯・父井原・矢田部・
宇生・田賀・小坂・加三方）
旧日笠村（保曽・日笠上・日笠下・木倉）

旧津賀村（広面・上加茂・下加茂・美原・加茂
市場・高谷・平岡・上野・竹部）
旧円城村（上田東・細田・三納谷・上田西・円
城・案田・高富・神瀬・小森）
旧新山村（尾原・笹目・福沢・溝部）

旧宇戸村（宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸）

平成２３年４月１日現在

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）
（※）岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

市町村名 特別地域加算対象地域（１５％：注１）

旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）
旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）
旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）
旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品
田）

振興山村
（注２）

旧神根村（今崎・神根本・高田・和意谷）
旧三国村（加賀美・多麻・都留岐・笹目）
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特別地域加算及び中山間地域等加算対象地域一覧表

離島振興対策地
域

厚生労働大臣が別
に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

浅口市 － － － 旧寄島町 旧寄島町 －

早島町 － － － － － －

里庄町 － － － － － －

矢掛町 － － － 旧美川村 全域

津山市 － －
旧津山市、旧勝
北町、旧加茂
町、旧阿波村

旧一宮村、旧高田村、旧加茂
町、旧阿波村、旧広戸村、旧
新野村、旧大井西村

旧加茂町、旧
阿波村、旧久
米町

あり

真庭市 － －

旧湯原町、旧美
甘村、旧川上
村、旧八束村、
旧中和村

旧北房町、旧勝山町、旧津田
村、旧美川村、旧河内村、旧
湯原町、旧久世町、旧美甘
村、旧川上村、旧中和村

全域

美作市 － －
旧勝田町、旧大
原町、旧東粟倉
村

旧勝田町、旧大原町、旧東粟
倉村、旧豊田村、旧巨勢村、
旧作東町、旧英田町

全域

新庄村 － － 全域 全域 全域

鏡野町 － －
旧奥津町、旧富
村、旧上斎原村

全域 全域

勝央町 － － － － － あり

奈義町 － － 全域 旧豊並村 全域

西粟倉村 － － 全域 全域 全域

久米南町 － － － 旧弓削町、竜山村 全域

美咲町 －
上口・小山・栃原・中
垪和・東垪和・西

－
旧大垪和村、旧旭町、旧吉岡
村、旧南和気村

全域

注２：振興山村、豪雪、特定農山村、過疎は平成合併前の旧市町村名で指定されています。

旧美川村（上高末・下高末・宇角・内田）

注１：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を除く。

－

旧豊並村（馬桑・関本・小坂・高円・皆木・西
原・行方）

全域

旧弓削町（下弓削・西山寺・松・上弓削・塩之
内・羽出木・全間・仏教寺・下二ヶ・上二ヶ・泰
山寺）

旧倭文西村（北・南・里・中）
旧江与味村2-2（江与味）
旧西川村（西垪和・西川・西川上）

旧富村（大・楠・富仲間・富西谷・富東谷）
旧久田村（久田上原・久田下原・黒木・河内・
土生）
旧泉村（井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養
野）
旧羽出村（羽出・羽出西谷）
旧奥津村（奥津・奥津川西・下齋原・長藤）
旧上齋原村
旧中谷村（入・山城・中谷）

-

-

旧上加茂村・旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村（奥津川・川東・市場・案内・羽賀・大
吉・西村・日本原・大岩）
※旧新野村の日本原は該当しません。

旧富原村（若代・下岩・清谷・曲り・古呂々尾
中・若代畝・高田山上・月田本・岩井谷・岩井
畝・上・野・後谷）
旧津田村（野原・舞高・旦土・吉・田原山上・上
山）
旧湯原町（禾津・釘貫小川・下湯原・田羽根・
都喜足・豊栄・仲間・久見・本庄・見明戸・三世
七原・社・湯原温泉）
旧二川村（粟谷・黒杭・種・小童谷・藤森）
旧美和村（余野上・余野下・樫西・樫東・目木・
三崎・中原・台金屋）
旧美甘村（鉄山・黒田・田口・延風・美甘）
旧中和村（下和・初和・別所・真加子・吉田）

旧梶並村（右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷
下）
旧栗広村2-1（長谷内・馬形・宗掛）
旧大野村（川上・滝・野形・桂坪・笹岡）
旧東粟倉村（後山・太田・川東・中谷・野原・東
青野・東吉田）
旧豊田村（北原・友野・山口・山外野・大原・猪
臥・海内・平田）
旧巨勢村2-1（巨勢・海田）
旧福山村（万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原）
旧巨勢村2-2（尾谷）
旧河会村（上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮）

全域

-

注４：加算対象地域であるか、地名のみでは判断できない指定地域があります。具体的な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。

注３：辺地については、別表（辺地地域一覧表）により御確認ください。なお、他の法律により各市町村の全域が対象地域となっている場合には辺地名の記載を省略しています。

平成２３年４月１日現在

市町村名

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

特別地域加算対象地域（１５％：注１）
「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）

（※）岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

振興山村
（注２）
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別表（辺地地域一覧表）

平成２３年４月１日現在

市町村名 辺地名

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

山上・石妻,杉谷,犬島,畑鮎,金山寺,北野,勝尾・小田,角石畝,野口,田地子上,土師
方上,大田上,和田南,三明寺,東本宮

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

物見,河井・山下,倉見,黒木,西谷・中土居,尾所,大杉,大高下,奥津川,油木上,八社

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

石島

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

高島,白石島,北木島,真鍋島,飛島,六島

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

延原・宇山,岩屋・新山

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

子父雁

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

是里東,是里中,是里西,滝山,中山,八島田,暮田,戸津野,中勢実,石・平山,合田・中
畑,小鎌・石上,西勢実

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

大成,大杉・加賀知田,上田土,南山方・丸山,奥塩田,北山方,室原,岸野

※辺地名のため、詳細は市へ確認のこと。

上香山

赤磐市

和気町

勝央町

注１　辺地の詳細な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。
注２　特別地域加算及び中山間地域等加算対象地域一覧表において、他の法律により、各市
町村の全域が対象地域となっている場合は辺地名の記載を省略しています。

岡山市

津山市

玉野市

瀬戸内市

笠岡市

総社市
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（報告様式） 第１報：平成 年 月 日

第２報：平成 年 月 日

介護保険事業者・事故報告書
第１報（発生後速やかに報告）

名 称 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 種類

事 業 所 所在地 電 話 番 号

報告者 職名 氏 名

利 用 者 氏 名 男 女 被保険者番号（ ）

明･大･昭 年 月 日 歳 要 介 護 度 要支援（ ・要介護（ ）生年月日 （ ） ）

発 生 日 時 平成 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分 頃

（ ）発 生 場 所 □居室 □廊下 □トイレ □食堂 □浴室 □その他

事 故 の 概 要 事 故 種 別 □転倒 □転落 □誤嚥･異食 □誤薬 □失踪 □食中毒

（ ） （ ）□感染症等 □その他

）事 故 結 果 □通院 □入院 □死亡 □ □ □ □骨折 打撲･捻挫 切傷 その他（

報告･説明日時事故発生時の具体的状況 報告先

医師 ／ ：

管理者 ／ ：

／ ：担当ＣＭ

家族 ／ ：

県民局 ／ ：

市町村 ／ ：

／ ：

第２報（第１報後２週間以内）

事故後の対応 （利用者の状況、家族への対応等）

損害賠償 □有（□完結 □継続） □無 □未交渉

事故の原因

再発防止に関する今後の対応・方針

、 （ ） 。注１ 介護サービス提供中に事故等が発生した場合に この報告書を県 所管県民局 に提出してください

注２ 第２報提出時に事故対応が未完結の場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを、今後の対

応・方針欄に記載してください。なお、記入欄が不足する場合は、必要に応じ別に記載してください。
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岡山市・倉敷市・新見市への権限移譲について

岡山県では、平成２４年度から介護保険法に基づく指定（許可）等の事務が岡山市・
倉敷市・新見市に移譲されることとなりますので、お知らせします。

記

平成２４年４月１日から１ 移譲時期

２ 移譲事務

介護保険法に基づく次の事務
① 事業所等の指定（開設許可）に関する事務（指定（許可）の更新を含む ）。
② 事業所等からの変更、廃止、休止、再開の届出に関する事務
③ 介護老人保健施設の変更許可に関する事務
④ 介護報酬算定体制に関する事務
⑤ 事業所等の指導監督に関する事務
⑥ 「人員、設備、運営の基準」に係る条例制定に関する事務（※新見市を除く ）。

（上記２）３ 新しい事務手続きに関する窓口

（岡山市 【上記２①～⑥の事務】）
岡山市保健福祉局介護保険課指導係 電話０８６－８０３－１２４３

（※ 平成２４年４月１日に組織改正を予定されており、照会先が変更となる
場合があります ）。

（倉敷市 【上記２①～④、⑥の事務】）
倉敷市保健福祉局保険部介護保険課 電話０８６－４２６－３３４３
【上記２⑤の事務】
倉敷市保健福祉局指導監査課 電話０８６－４２６－３２９７

（新見市【上記２①～⑤の事務 ）】
新見市福祉部福祉課施設指導係 電話０８６７－７２－６１２５

４ その他

① 平成２４年３月３０日までに申請、届出されたものは、県と同等の基準等で審査
等を行います。

② 平成２４年３月３０日までに申請、届出されたものの一部について、岡山市、倉
敷市、新見市で事務処理を行うものがあります。

③ 平成２４年４月２日以降は、岡山市、倉敷市、新見市へ申請・届出を行ってくだ
さい。

④ 各市の審査基準、申請期限、添付書類等が県と異なる場合がありますので十分注
意してください。

④ 岡山県長寿社会課のホームページ（http://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/）
に『権限移譲に係るＱ＆Ａ』を掲載しておりますので御参照ください。
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研修名 対象者
受講地

（都道府県）
研修時間

開催時期
（予定）

受付
（予定）

①実務研修 介護支援専門員実務研
修受講資格試験合格者

受験地 ４４時間 年１回

1月～3月 12月

②実務従事者基礎研修 実務に就いている者
で、経験年数１年未満
の者

勤務地 ３３時間 年１回

11月～12月 9月～10月

③専門研修課程Ⅰ 実務に就いている者
で、経験年数６ヶ月以
上の者

勤務地 ３３時間 年１回

5月～8月 2月～3月

④専門研修課程Ⅱ 実務に就いている者
で、経験年数３年以上
の者

勤務地 ２０時間 年２回

8月～10月 2月～3月

⑤更新研修
(実務経験者向け）

１年以内に有効期間の
満了を迎える者で、介
護支援専門員証の有効
期間中に実務に就いた
経験のある者

登録地 ５３時間 年１回

5月～9月 2月～3月

⑥更新研修
(実務未経験者向け）

１年以内に有効期間の
満了を迎える者で、介
護支援専門員証の有効
期間中に実務に就いた
経験の無い者

登録地 ４４時間 年１回

1月～3月 10月～11月

⑦再研修 介護支援専門員証の有
効期間が満了した者
で、新登録証の交付を
受けようとする者

登録地 ４４時間 年１回

1月～3月 10月～11月

⑧主任介護支援専門員
研修

十分な知識、経験を有
する介護支援専門員(５

年以上の従事期間等)

勤務地 ６４時間 年１回

10月～12月 8月～9月

注１）①、⑥、⑦の研修は、同一カリキュラムにより同時開催
注２）③、④の研修と⑤の研修は一体的に開催

平成２４年度介護支援専門員研修一覧平成２４年度介護支援専門員研修一覧平成２４年度介護支援専門員研修一覧平成２４年度介護支援専門員研修一覧
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員
証
の
有
効
期
間
中

に
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
者

受
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
対
　
　
　
　
　
　
　
　
象
　
　
　
　
　
　
　
　
者

1
1
年
目

実 務 研 修 　 受 講

ケ ア マ ネ 登 録 ・ 証

7
年
目

8
年
目

9
年
目

1
0
年
目

5
年
目

6
年
目

実 務 研 修 受 講 試 験

1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

専
門
員
証
の
有
効
期
間
中
に
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
の
実
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
、
就
業

後
３
年
以
上
の
者

実
務
従
事
者

基
礎
研
修

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

１
回
目
の
更
新

２
回
目
の
更
新

合 格
修 了

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、

Ⅱ
と
も
に
受
講
修
了
の
場
合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
受
講
は
不

要
（
た
だ
し
、
証
の
更
新
手
続
き
は
必
要
）

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
の
み

受
講
修
了
の
場
合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
う
ち
専
門
研
修
課
程
Ⅱ

に
係
る
研
修
の
受
講
が
必
要
（
受
講
後
、
証
の
更
新
手
続
き
が
必
要
）

【
留
意
事
項
】

① ② ③

更
新
研
修
は
、
各
年
度
、
５
月
末
か
ら
１
０
月
頃
ま
で
の
開
催
で
あ
り
、
証
の
有
効
期
限
に
よ
っ
て
は
、

証
の
交
付
後
、
５
年
目
（
有
効
期
間
の
最
終
年
度
）
で
は
な
く
、
４
年
目
に
受
講
す
る
必
要
が
あ
る
者
も

見
込
ま
れ
る
た
め
、
自
己
管
理
を
徹
底
し
、
各
人
に
お
い
て
有
効
期
限
と
更
新
研
修
の
受
講
年
度
、
受

講
時
期
を
十
分
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

講
証 交 付

な
お
、
こ
こ
で
い
う
更
新
研
修
受
講
対
象
者
は
、
証
の
有
効
期
間
が
更
新
期
限
年
度
の
翌
年
度
の
９
月

３
０
日
ま
で
を
期
限
と
す
る
証
を
保
持
す
る
者
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

験

証
の
有
効
期
限
ま
で
に
、
更
新
の
際
に
必
要
と
な
る
研
修
（
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、
Ⅱ
又
は
更
新
研
修
）

を
受
講
修
了
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
期
限
切
れ
と
な
っ
た
場
合
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

（
期
限
が
切
れ
た
後
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
「
再
研
修
」
を
受
講
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
）

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

更
新
研
修

（
就
業
者
向
け
）

専
門

研
修

課
程

Ⅱ
更
新
研
修

（
就
業
者
向
け
）

合 格
修 了

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課

程
Ⅰ
、
Ⅱ
い
ず
れ
も
受
講
修
了
し
て
い
な
い
場
合
、
５
年
目

に
更
新
研
修
の
受
講
が
必
要
（
受
講
後
、
証
の
交
付
手
続

き
が
必
要
）

２
回
目
の
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４

年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
を
受
講

修
了
の
場
合
、
更
新
研
修
の
受
講
は
不

要
（
た
だ
し
、
証
の
更
新
手
続
き
は
必
要
）

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
、

Ⅱ
と
も
に
受
講
修
了
の
場
合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
受
講
は
不

要
（
た
だ
し
、
証
の
更
新
手
続
き
は
必
要
）

専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で
に
専
門
研
修
課
程
Ⅰ
の
み

受
講
修
了
の
場
合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
う
ち
専
門
研
修
課
程
Ⅱ

に
係
る
研
修
の
受
講
が
必
要
（
受
講
後
、
証
の
更
新
手
続
き
が
必
要
）

２
回
目
の
証
の
交
付
を
受
け
て
４
年
目
ま
で

に
専
門
研
修
課
程
Ⅱ
を
受
講
し
て
い
な
い
場

合
、
５
年
目
に
更
新
研
修
の
受
講
が
必
要

（
受
講
後
、
証
の
交
付
手
続
き
が
必
要
）

３
０
日
ま
で
を
期
限
と
す
る
証
を
保
持
す
る
者
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
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●
ケ
ア
マ
ネ
と
し
て
業
務
に
従
事
し
た
経
験
の
な
い
者
で
更
新
を
行
う
者

更
新
（
未
経
験
者
向
け
）
研
修

各
年
度
、
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
期
間
で
実
施
予
定

再
研
修

各
年
度
、
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
期
間
で
実
施
予
定

7
年
目

実 務 研 修 受 講 試 験

実 務 研 修 　 受 講

ケ ア マ ネ 登 録 ・ 証 交 付

1
年
目

2
年
目受
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
対
　
　
　
　
　
　
象
　
　
　
　
　
　
者

介
護
支
援
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
て
か
ら
、
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
に
介
護
支
援

専
門
員
と
し
て
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
し
な
い
者

備
　
　
　
　
　
　
　
考

研
　
　
　
修
　
　
　
名

介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
都
道
府
県
の
登
録
を
受
け
た
者
で
、
登
録
後
５
年
以
上
実
務
に
従
事

し
た
こ
と
が
な
い
者
又
は
実
務
経
験
は
あ
る
が
そ
の
後
５
年
以
上
実
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者

で
、
新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

8
年
目

9
年
目

1
0
年
目

1
1
年
目

3
年
目

4
年
目

5
年
目

6
年
目

更
新
研
修

（
未
経
験
者
向
け
）

１
回
目
の
更
新

２
回
目
の
更
新

合 格
修 了

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

実
務
従
事
者

基
礎
研
修

更
新
研
修

（
就
業
者
向
け
）

今
後
も
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す
る
予
定
が
な
い
場
合
に

は
、
必
ず
し
も
未
経
験
者
向
け
の
更
新
研
修
を
受
講
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
専
門
員
証
の
期
限
切
れ
に
よ
り
介
護

支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
資

格
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
期
限
が
切
れ
た
後
に
介
護
支
援
専

門
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
「
再
研
修
」
を
受
講
し

新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

６
年
目
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
た
場
合

再
研
修

２
回
目
の
更
新
ま
で
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
な
か
っ
た
場
合

●
１
回
目
の
更
新
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
者
（
あ
る
い
は
専
門
員
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
て
、
新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

・

【
留
意
事
項
】

専
門
員
証
の
有
効
期
間
が
満
了
日
を
経
過
し
て
も
、
介
護
支
援
専
門
員
の
資
格
自
体
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
が
満
了
し
た
専
門
員

証
で
は
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
有
効
期
間
満
了
後
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
再
研
修
を
受
講
し
、
新
た
に
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意
下
さ
い
。

ケ ア マ ネ 登 録 ・ 証 交 付

6
年
目

7
年
目

8
年
目

9
年
目

1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

5
年
目

実 務 研 修 受 講 試 験

実 務 研 修 　 受 講

更 更更更 新 新新新 研 研研研 修 修修修 未 未未未 受 受受受 講 講 講講

1
1
年
目

1
0
年
目

合 格
修 了

再
研
修

専
門
研
修
課
程
Ⅰ

専
門
研
修
課
程
Ⅱ

実
務
従
事
者

基
礎
研
修

更
新
研
修

（
就
業
者
向
け
）

１
回
目
の
更
新
手
続
き
な
し

１
回
目
の
更
新
手
続
き
な
し

１
回
目
の
更
新
手
続
き
な
し

１
回
目
の
更
新
手
続
き
な
し
→
専
門
員
証
の
有
効
期
限
切
れ
（
従
事
不
可
）

専
門
員
証
の
有
効
期
限
切
れ
（
従
事
不
可
）

専
門
員
証
の
有
効
期
限
切
れ
（
従
事
不
可
）

専
門
員
証
の
有
効
期
限
切
れ
（
従
事
不
可
）

新
た
に
専
門
員
証
交
付
後
１
回
目
の
更
新

再
研
修

７
年
目
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合

新
た
な
専
門
員
証
交
付
（
従
事
可
能
）

２
回
目
の
更
新
ま
で
に
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
し
な
か
っ
た
場
合
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介護保険施設（指定介護老人福祉施設）に係る不適正事例

１ 事案の概要

県民局の実施した実地指導において確認した書類等から、人員基準上必要とされ

ている看護職員が配置されていない可能性があることが判明したため、介護保険法

に基づく監査を実施したところ、次の違反事実が判明した。

（１）介護報酬の不正請求（介護保険法第９２条第１項第６号）

、 、介護報酬の制度上 基準上必要とされる看護職員が配置できていない場合は

介護報酬の減算を行わなければならないが、当該施設は、必要な看護職員が配

置できていないことを認識しながら、当該人員の欠如に係る介護報酬の減算を

行わず、施設介護サービス費の満額を請求していた。

（２）虚偽の報告（介護保険法第９２条第１項第７号）

県が実施した介護保険法の規定に基づく監査において、看護職員等の勤務状

況に係る報告を求めたところ、当該施設において勤務実態のない看護職員を、

常勤で勤務しているとの虚偽の報告を行った。

２ 今回の事案を受けての処置

監査において確認された事実が介護保険法に規定される処分事由に該当したこと

から、聴聞等所要の手続を経て次の処分を受けた。

なお、処分内容については、介護保険法第９３条の規定により公示された。

（１）新規入所者の受け入れ停止（３か月間）

、 。処分期間中において 当該施設への新たな入所者の受け入れを停止するもの

（２）介護報酬請求の上限８割（１か月間）

処分期間中における介護報酬請求額について、所定単位数の８割を上限とす

る請求額とするもの （本来の介護報酬の２０％カット）。

※ 上記処分の他、不正請求に係る介護報酬については、返還となるとともに保

険者の判断により４０％の加算金が課せられる。
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労働法規の遵守

平成24年4月に施行される改正介護保険法により、事業者に対する労働法規の遵守の

徹底が図られることになりました。

指定の欠格事由として、以下を追加されました。

（介護保険法第70条第2項、第79条第2項、第86条第2項、第94条第3項、第115条

の2第2項関係）

① 労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、

その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者（※）

② 労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納税義務を負う保険料等滞納処

分を受け、引き続き滞納している者

また、①については、指定取消の要件としても追加されました。

（介護保険法第77条第1項、第84条第1項、第92条第1項、第104条第1項、第115条

の9第1項関係）

＜労働に関する法律で政令で定める規定＞

【労働基準法関係】昭和22年法律第49号

【最低賃金法】昭和34年法律第137号

【賃金の支払いの確保等に関する法律】昭和51年法律第34号

で定める規定のうち、賃金の支払い等に係るもの

＜参考＞

「介護労働者の労働条件の確保･改善のポイント」

（厚労省、都道府県労働局、労働基準監督署)

下記、厚生労働省ホームページからアクセスできます。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/090501-1.html
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医政発第 0726005号 

平成１７年７月２６日 

各都道府県知事 殿 

                                          厚生労働省医政局長 

医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の 

解釈について（通知） 

 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業（歯科医業を含む。以下同じ。）

は、医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条その他の関

係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医

師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼ

すおそれのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うことであると解してい

る。 

 ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じた個別具体的に判

断する必要がある。しかし、近年の傷病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、

医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供のあり方の変化などを背景に、高齢者

介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行う

ことを禁止されている｢医行為｣の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれると

ころである。 

 このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じ

ることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙

したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断

する際の参考とされたい。 

 なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等

に置いて安全に行われるべきものであることを申し添える。 
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（別紙） 

１水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子 
 体温計により外耳道で体温を測定すること。 

２自動血圧測定器により血圧を測定すること 

３新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素 
 飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装置すること 

４軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要 
 としない処置をすること（汚物で汚れたガーゼの交換を含む） 

５ 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認
し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族
に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、
あらかじめ薬袋等により、患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科
医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊重した医薬品の
使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）皮膚へ
の湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含む。）、
肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 

 ①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 
 
 ②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連 
  続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと 
 
  ③内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の 
  可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が 
  必要な場合ではないこと 

 注１以下に掲げる行為も、原則として、医師法第１７条、歯科医師法 
   第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の規制の対象とする 
   必要がないものであると考えられる。 

 ①爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の
疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで 
切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。 

 ②重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、 
歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを
取り除き、清潔にすること 

 ③ 耳垢を除去すること（耳垢塞栓の除去を除く） 

 ④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。（肌に接着したパウチの取り
替えを除く。） 
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 ⑤ 市販のディスポーザブルグルセリン浣腸器（※）を用いて浣腸すること 

  ※ 挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グルセリン濃度５０％、成人
用の場合で４０グラム程度以下、６歳から１２歳未満の小児用の場合で、２０グラ
ム程度以下、１歳から６歳未満の幼児用の場合で１０グラム程度以下の容量のもの 

注２ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第１７条、
歯科医師法第１７条及び保健師助産師看護師法第３１条の規制の対象とする必要がな
る者でないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管
理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービ
ス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は
看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認すること
が考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医
師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

   また、上記１から３までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否な
ど医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が
測定された場合には、医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 

注３ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第１７条、
歯科医師法第１７条及び保健助産師看護師法第３１条の対象とする必要があるもので
ないと考えられるものであるが、業として行う場合には、実施者に対して一定の研修
や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する
者の研修の必要性を否定するものではない。 

   また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよ
う監督することが求められる。 

注４ 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関
するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事
上の責任は別途判断されるべきものである。 

   

注５ 上記１から５まで及び注１に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て
られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結
果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。 

  上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職
員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の
下で実施されるべきである。 

  

注６ 上記４は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するもの
ではない。 
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平成 年 月 日

施 設 名
事業所名

サービス
種　　別

事業所
番　号 ３ ３

所 在 地 番地等

電話番号 FAX番号

担当者名 (氏名)

【質　問】

※　宛先（FAX送信先）は、県民局担当課一覧をご覧ください。

質　　問　　票

(職名)

市町村名

【回　答】

※　ご質問がある場合は、この質問票により、必ずＦＡＸにてお問い合わせください。
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